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ECOWAS――民主主義体制の集団防衛の深化――

ASEAN――内政不干渉原則の合理性――

おわりに

は じ め に

国際社会における民主主義の位置づけは歴史

とともに大きな変化を遂げてきたが，特に冷戦

後には国際社会において民主主義の規範化が進

んだと盛んに主張されるようになった。国内に

おいて平等で広範な選挙をはじめとする民主主

義的な手続きを有することが，国際社会におけ

る正統なメンバーシップの条件として求められ

るようになった，というわけである 。

そのように国際関係において民主主義が規範

化されたことの典型として挙げられるのが，国

家間で設立された地域機構とそれによる拘束を

通して，国家が互いに国内の民主主義体制を護

持しあう，という「民主主義体制の集団防衛」

とも呼ぶべき現象である。つまり，ある国際機
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要 約

冷戦後，それまでは内政不干渉原則にもとづく地域秩序を模索してきた途上国地域において，地域

機構を通して加盟国内の民主主義を定着・促進させるという「民主主義体制の集団防衛」ともいうべ

き現象がみられるようになった。本稿ではそのようなメカニズムが現れる背景について，内政不干渉

原則にもとづく地域秩序がかなりの程度保たれてきたASEANと1990年代以降徐々に加盟国の国内

政治体制が民主主義であることを求めるようになったECOWASという２つの事例を比較すること

で，従来指摘されてこなかった新たな側面を指摘する。

具体的には，両者の地域秩序のあり方を分かったのは地域全体を不安定化させるような内戦の有無

であったことを指摘する。内戦は難民の流出をはじめとする「負のスピルオーバー」を引き起こす。

しかし内政不干渉原則のもとではそのような問題に地域機構として対処することができない。よって

そのような事象がみられたECOWASでは内政不干渉原則を墨守する姿勢を捨て，民主主義体制の

構築という形で破綻した国家に対して外部から安定的な国内秩序をもたらす仕組みが導入されたので

ある。

研究ノート

地域機構における民主主義体制の集団防衛
――ASEANとECOWASにおける行動規範の比較――



構の内部において加盟国間で国内政治体制を規

定しあうのである。具体的には，地域機構の重

要な条約や宣言において民主主義体制の促進へ

のコミットメントを盛り込むというソフトな手

段から，選挙監視などの実効的な手段，さらに

はクーデターが起こった国への当該地域機構の

メンバーシップの停止や軍事介入などの強硬な

手段まで，さまざまである。

このように本来ならば一国内の問題であるは

ずの政治体制が国際的に問題視される理由，も

しくは近隣諸国の政体が民主的であることを求

める理由はどこにあるのだろうか。地域機構に

おける行動規範の比較という視点から考察した

時，この問題は特に途上国の地域機構における

民主主義体制の集団防衛において顕著である。

なぜならば，これらの地域機構ではもともとは

国内事項に対する内政不干渉原則を互いに約束

しあい，しかもそれがかなりの程度守られてき

たにもかかわらず，ある時点から加盟国の国内

政治体制について民主主義体制こそが「あるべ

き政体」だとして主張するようになったからで

ある。本稿ではこの内政不干渉原則から民主主

義体制の集団防衛へ，という劇的な行動規範の

変化はなぜ生じたのかを明らかにしていく。具

体的には，東南アジア諸国連合（ASEAN）

と西アフリカ諸国経済共同体（ECOWAS）

という代表的な２つの地域機構を比較すること

で，内戦をはじめとする国内秩序の動揺が難民

の流出などを通して地域全体を不安定化させ，

そのことが地域機構における行動規範を変化さ

せる誘因となることを示していく。

先行研究とその説明能力

１．先行研究

国際政治学においては，1980年代後半から

「民主主義国家同士は戦争をしない」というデ

モクラティック・ピース論をはじめとして，国

内政治体制が国家間関係に与える影響について

は膨大な研究が積み重ねられてきた 。これ

らの研究は政治体制を「説明変数」として戦争

や貿易などを理解しようとするものであるがそ

のような研究が蓄積される一方で，政治体制が

国際政治という場でどのような扱われ方をされ

るのかということ自体を研究しようとする試み

は少なかった。そのため，本稿で扱う「民主主

義体制の集団防衛」のような現象がなぜ現れる

のかについても研究は決して多くはない。国外

の民主主義の促進についての研究は近年増加し

つつあるが，それも対象が国連，アメリカ，

EUに偏っており，本稿で焦点を当てる途上国

の地域機構における民主主義体制の定着の試み

についてはほとんど研究がなされてこなかっ

た 。他方，比較政治学においては民主化の

国際的要因を扱う研究群が存在するが，それら

はあくまで国家が民主化することにどのような

国際的な要因が効くかをカタログ的に示したも

のに留まっており，そもそもなぜそのような要

因が働くのかという因果関係を説明するところ

まで踏み込んでいない［Whitehead 1996;Prid-

ham 1991］。したがって本稿が説明対象とする

途上国地域における民主主義体制の集団防衛は

いまだ萌芽的な研究分野であるが，先行研究に

よるその要因の説明については以下の３つに分

類できる。
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第１に，もっともよくみられる議論として，

規範やアイデンティティ，社会化（socializa-

tion）といった観念的な要素を重視する立場が

ある。コミュニケーションやインタラクション

を通して規範が内面化されていく［Risse
 

2000］，あるシステムにおいて民主主義国家が

増えるほど権威主義国家までも民主主義国家と

同じような行動をとるようになる［Kadera,

Crescenzi and Shannon 2003］，といった議論が

これにあたる。平易な言い方をすれば，民主的

な国家が増えていくことで，国内体制が民主的

であることを重視するような規範が国際社会に

おいて形成されるというわけである。

第２に，新興民主主義国家の政府が権威主義

国家への「逆戻り」を防ぐために民主主義体制

の集団防衛を用いる，という主張がある。すな

わち民主化したものの依然としてクーデターな

どによる政権転覆の危険性をもつような新興民

主主義国家は自らの体制を定着させるための合

理的かつ国際的な手段として，地域機構によっ

て国際的に民主主義体制を護持する，というロ

ジックである。このようなメカニズムを論じた

ピーヴハウス（Jon C.Pevehouse）は，メン

バーにおける民主主義国家が多いほどその地域

機構は民主主義体制を防衛するメカニズムを有

している傾向があると主張する［Pevehouse
 

2005,3-4］。

第３に，大国重視の立場がある。すなわち，

国際制度は大国が自国の利益や価値を実現する

ためのものにすぎないとみなす立場である 。

この見方からすれば，ある地域機構のメンバー

における大国が民主主義国家であれば，その結

果としてその地域機構において民主主義体制の

集団防衛が現れる，ということになる。

まとめると，メカニズムはどうあれ第１と第

２の立場からすればメンバーにおける民主主義

国家が多いほど民主主義体制の集団防衛がみら

れ，第３の立場からすれば大国が民主主義国家

であれば民主主義体制の集団防衛がみられるこ

とになる。次項ではこれらによって途上国の地

域機構が説明できるのか，具体的なケースをみ

ていくことにする。

２．ASEANとECOWAS

上で述べた３つの立場のうちのいずれかのメ

カニズムによって，民主主義体制の集団防衛は

ほんとうに現れているのだろうか。ここでは途

上国における代表的な地域機構として，民主主

義体制の集団防衛の深化が進むECOWASと，

そのような変化がいまだ非常に鈍いASEAN

という２つの事例をみていくことで民主主義を

促進するメカニズムの現出について考察するこ

とにする。

本稿では地域機構による民主主義の促進メカ

ニズムをその深化の度合いに沿って，⑴宣言

（地域機構における条約や宣言においてレトリック

として民主主義の価値を盛り込む），⑵支援（政

治改革に対する財政上，技術上の支援），⑶コン

ディショナリティ（政治改革に対する報酬や権威

主義化に対するペナルティの付加），⑷軍事介入

（軍事的な介入によって非正統的な手段によって政

権についた政府を打倒し民主的な政権を回復す

る），の４つに分ける。ECOWASが民主主義

へのコミットメントを表明するのは1991年７

月の「ECOWAS政治原則宣言」において各国

の民主的制度の定着を目指し軍事的な政権交代

を非難する旨を表明したのが最初である。これ

は純粋な「宣言」としての意味しかもたなかっ
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たが，1990年代を通してECOWASは加盟国

の選挙が円滑にいくように地域的に支援したり

選挙監視団を送る（「支援」），クーデターが起

こった国に対して非民主的な政権交代を非難す

る共同声明を出したり経済制裁を行う（「コン

ディショナリティ」），民主主義体制回復のため

の軍事介入を行う，といった行動をみせ，また

メカニズムの法制化も進めてきており，

ECOWASの民主主義体制の集団防衛は⑴宣言

の段階から⑷軍事介入の段階まで進んでいると

いえる。それに対しASEANではいまだ民主

主義の規範化はほとんど進んでいない。2003

年の「ASEAN第二協和宣言」以降，ASEAN

は民主主義について言及しはじめてはいるがそ

れは何ら実行力を有さず，いまだ⑴宣言のごく

初期の段階に留まっているといえる。

次に，両地域機構のこのように対照的な変化

に対する先行研究の説明能力について検討した

い。前項の議論から先行研究の第１と第２の立

場においてはメンバーにおける民主主義国家の

割合が重視されてきたことがわかる。このよう

な「地域の民主化」の度合いをはかるにあたり，

一般に用いられるのが，その地域機構のメン

バーの民主化の度合いをポリティ・データ

（Polity Data）によりはかりその平均をとる，

という手法である 。そしてそれにより

ASEANとECOWASの民主化の度合いをは

かった結果が図１である。上で述べたように

ECOWASで民主主義の集団防衛の制度化がは

じまるのが1991年であるため，ここでは1990

年代以降の値を示している。このグラフをみる

と明らかに制度の進展は民主化の度合いと対応

していないことがわかる。つまり，民主化がよ

り遅れたECOWASにおいて先に民主主義の

集団防衛の深化が進んでいるのである。

続いて大国を重視する先行研究の第３の立場

を考えてみよう。ECOWAS内の大国であるナ

イジェリ ア が 民 主 化 し た の が 1999年，

ASEAN内の大国であるインドネシアが民主

化したのが1998年であり，やはりこれらと民

主主義の集団防衛の進展は対応していない。そ

れどころかECOWASでは非民主主義国家で

あるナイジェリアが隣国の民主化を促進する，

という規範的な視点からは理解しがたい現象が

観察される。

よって，先行研究の枠組みではASEANの

無変化とECOWASの変化はうまく説明できな

いことになる。そしてASEANとECOWAS

(出所)http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm.

図１ ASEANとECOWASにおける民主化の度合い
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は代表的な地域機構であり「統計上の例外」と

するには重要すぎる存在である。では，何に

よってこれらは説明されるのか。次節ではこれ

らの地域機構がもともと内政不干渉原則を掲げ

ていた理由に立ち戻って考えていきたい。

途上国地域における地域機構の特徴

国家が特定の地域機構を設立することで平和

を目指す，あるいはその地域に秩序をもたらそ

うとする，という場合に代表的な例として挙が

るのが欧州統合であろう。域内国家同士の国際

関係の安定を模索するにあたり，EUでは超国

家機関に主権を委譲するという形で統合による

平和が達成されてきた。しかしアフリカ統一機

構（OAU），米州機構（OAS），アラブ連盟，

ASEAN，南アジア地域協力連合（SAARC）

などの途上国における地域機構においては加盟

国の主権を委譲するのではなく，逆に分権を徹

底することで個々の主権を強化するなかで平和

を目指した点にその特徴がある。

具体的には，まず制度的な特徴として，「主

体」としての性格はもたずあくまで「場」とし

ての機能が期待された。EUのような超国家的

な性格をもつ地域機構はそれ自体が加盟国と並

列的な（あるいは加盟国よりも上位の）「主体」

として行動しうる。それに対し，途上国の地域

機構においてはあくまで加盟国が集まるフォー

ラムとしての役割が求められたのである。

そのような「場」としての性格に加え，本稿

で重視するのがこれらの地域機構における規範

的な特徴である。つまり，第３世界において設

立された地域機構では内政不干渉原則をはじめ

とする主権尊重の規範が単に米ソなどの域外大

国からの干渉を防ぐためだけではなく，自分た

ちの国家間関係を律する重要なルールとして定

められてきた 。

もちろん内政不干渉原則にせよ領土保全にせ

よ主権平等にせよ，国連憲章にも記載されてい

る国際社会一般の原則であるが，途上国の地域

機構においてそれらは特に強調されてきた。そ

の背景は以下の２点から理解できる。第１に，

第２次大戦後に独立したこれらの国々はいわゆ

る「弱い国家」であった。つまりいまだ国家形

成の途上であり安定した統治を行うことに非常

な不安を抱えているという，従来の国際社会で

は到底考えられないような主権国家が続々と誕

生したのである 。安全保障面でいえばこれ

らの国の一番の特徴は，その国の政府にとって

の最大の脅威が内にある，もしくは最大の急務

はまずは国内を安定させ国家建設を遂行するこ

とにある，という点にある 。第２に，途上

国地域における国境は非常に恣意的であった。

これらの国は独立に際し基本的には植民地時の

境界線にもとづいて国境線を定めたが，そのた

めに民族分布などとはまったく無関係に線が引

かれることになった。このことは国内において

マイノリティ問題を生じさせることで国内の統

治をより難しくするばかりか，隣国との関係に

も悪影響を及ぼす。すなわち，自国のマジョリ

ティが隣国ではマイノリティ，もしくはその逆，

という状況が一般的にみられるために，本来な

らば一国内の紛争でも隣国からの介入が非常に

起こりやすいのである 。

この２点から，最大の急務である国内からの

脅威への対処が常に隣国との紛争によって阻害

されがちな状況が生まれることになる。そして

この問題が途上国地域ではほぼすべての国に共
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有されているために，最優先の課題である国家

建設を遂行するために隣国との紛争という障害

を取り除こうという共通のインセンティブが生

まれる 。このような相互主義に，途上国地

域で地域機構を設立し内政不干渉原則や領土保

全という規範を自分たちの国際関係を律する

ルールとして積極的に掲げる「合理性」がある。

国家形成という急務に追われているからこそ，

国際関係においては伝統的あるいは保守的な規

範にもとづいて安定化を希求する。その意味で

内政不干渉，領土保全，主権平等などの国連憲

章にある規範は第３世界の国々においては特有

の「切実さ」をもつものだったわけである。

そして合理性を有していたからこそこれらの

規範は掲げられるだけではなく，実際にかなり

の程度遵守された。たとえば一般に紛争の地域

とされているアフリカでさえ，OAUとそれに

よる内政不干渉原則の遵守については高評価を

下す研究者が多い 。あるいはアフリカにお

いて，領土保全はかなりの程度厳格に守られて

きた［Zacher 2003］。アフリカでは「国家間の

平和」は一定程度保たれており，アフリカを紛

争の地域としてのイメージと結びつけているの

はあくまで内戦だというのである 。

もちろんこのようにして保たれる「国家間の

安全保障」の裏には，「人間の安全保障」の犠

牲が張りついているともいえる。すなわち，独

裁者や抑圧的な政府によって人権が侵害されよ

うと，国民が国政から締め出されようと，少数

民族が抑圧されようと，それは内政不干渉原則

のもとではあくまで「国内の問題」であり決し

て国際的な問題にしないことで保たれる地域秩

序だからである 。その意味で，途上国にお

ける地域機構は何よりも現政権の維持を追求す

るためのものであった。このようななかで国内

の民主主義や人権を問うことは，内政不干渉原

則にもとづく地域秩序の模索に真っ向から反す

ることになる。また，初期の国家形成がしばし

ば暴力的な手段をともなうことを考えると，国

際機構という場において互いに内政不干渉原則

を約束し国内の統治のあり方を問わないことを

確認しあうのは特に重要なことであった。

しかし近年ラテンアメリカやアフリカなどの

途上国地域でも民主主義を「あるべき体制」と

して定め，そのために地域機構が活用されると

いう「民主主義体制の集団防衛」とも呼ぶべき

現象が起こりはじめている。このような地域的

規範の転換はどのようにして起こったのか，そ

れは単に「民主主義規範が伝播したから」「そ

の地域において民主主義国家が増えたから」と

して理解してよいのか。次節ではそのような変

化を経験したECOWASの事例を詳しくみて

いくことにしよう。

ECOWAS

――民主主義体制の集団防衛の深化――

ECOWASは1975年に関税障壁の撤廃や

人・資本・サービスの自由移動，経済政策の調

和などの経済統合を目標とする地域機構として

設立されたが，その成果は，第３世界における

多くの地域統合の試みと同様，著しくかぎられ

たものであった。しかしECOWASは経済協

力では特筆すべき点は少ないが，政治・安全保

障面においては意味をもつ組織であった。

具体的には，第１に，各国の首脳や外相が集

まるフォーラムの提供という役割を果たした。

対立している国のリーダーが定期的に会う場を
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提供することは，紛争解決の話し合いや信頼醸

成のためにも意味があったのである。第２に，

条約によってルールや規範を明確化した。1978

年には「相互不可侵についての議定書」を採択

しメンバー国間の紛争についての取り決めを

行った。「他の国からの攻撃や侵略の恐怖から

自由な友好的な雰囲気」を醸成することを目標

とするこの議定書では「加盟国は互いの関係に

おいて武力による威嚇や武力の行使，もしくは

国連憲章やOAU憲章に反する手段を控えるべ

きである」とされており，自己を包摂する地域

機構であるOAUの規範――つまり内政不干渉

や領土保全といった主権を絶対視する規範――

にしたがってメンバー国の領土保全や独立を尊

重することが強調されている。1981年には

「防衛に関する相互援助の議定書」を採択し⑴

域外国の侵略への対応，⑵加盟国間の紛争への

対応，⑶加盟国の国内紛争への対応，の３つに

ついて規定した。これらの詳しいメカニズムに

ついてここでは触れないが，この議定書で重点

が置かれていたのは⑴の域外侵略国に対する集

団防衛メカニズムの設立についてであった 。

この２つの議定書からわかるように，1980

年代までは基本的にECOWASでは国家間紛

争の解決を念頭に制度化がなされてきた。そし

てその手段としては地域機構が「主体」として

調停や派兵を行うというよりは，内政不干渉原

則や領土保全を確認しあうための「場」の提供

によるところが大きかった。実際，ECOWAS

では各国が拒否権をもっており，投票も行われ

ずあくまでコンセンサスによって物事を決めて

おり，超国家的な要素は皆無であった［Asante
 

1986,67-73］。

そしてかなりの程度ECOWASは国家間紛

争の抑制に成功してきた。決して国家間の相互

不信や対立が完全に解消されたわけではないが，

少なくともそれが戦争という規模にまで発展す

ることはほとんどなかった。その意味で西アフ

リカはラテンアメリカなどと並んで「平和の地

帯」として挙げられることもある［Kacowicz
 

1998］。しかし問題はこのような内政不干渉に

もとづく国
・
家
・
間
・
の平和とともに，「西アフリカ

はもっとも不安定な地域のひとつ」［Kacowicz
 

1998］と評されるほどの無秩序が国
・
内
・
において

存在したことにある。つまり，国内秩序に目を

向けてみれば，西アフリカではアフリカの他の

地域と比べてもクーデターや内戦が多く，国家

間の安定と国内の不安定が対照的に共存する地

域なのである。そしてこのような国内紛争は一

国内に留まらず，近隣諸国に深刻な悪影響を与

え，結局は地域全体を不安定化させることにな

る。

そのような負のスピルオーバーとして第１に

挙げられるのが難民の流出である。短期間に大

量の難民が他国に移動することは，その国の公

衆衛生の悪化やエスニックバランスの崩壊，兵

士や武器の流入，経済活動の阻害，などの悪影

響を及ぼす 。第２に，内戦自体の波及があ

る。これは上で述べた難民の流出の結果として

生じる場合もあるが，他にもある国の内戦が他

国内のアジテーションを助長したり，マイノリ

ティに反政府活動の成功可能性をそれまでより

も高く見積もらせるというデモンストレーショ

ン効果も重要である［Lake and Rothchild 1998,

25-29］。第３に，経済成長の著しい鈍化が挙げ

られる。ある国の内戦は当事国の経済成長を鈍

らせるだけでなく，貿易や投資の減少やその地

域における経済協力もしくは経済統合の阻害と
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いう形で，周辺国に対しても悪影響を与えるの

である［Murdoch and Sandler 2004］。

これらから，内戦状態にある国に平和をもた

らすことはその周辺国にとっても利益になるこ

とがわかる。しかし内政不干渉原則や全会一致

をルールにしている以上，地域機構が国内紛争

においてできることは極めてかぎられている。

したがって，互いの主権を尊重しあうことで国

家間関係をある程度良好に管理できたとしても

内戦による負のスピルオーバーに対して何ら手

を打てないという意味において，ECOWASと

いう地域機構がその地域の秩序に対して果たす

役割は限定的なものにならざるをえない 。

特に冷戦後そのような傾向は顕著となり，その

結果として起こったのが1990年のリベリアへ

の介入とそれに続く「民主主義体制の集団防

衛」の進展である。ECOWASのリベリアやシ

エラレオネの内戦に対する介入についてはすで

に多くの研究が存在するため ，ここでは内

戦の介入に引きずられるようにして民主主義体

制の集団防衛が現れたことに焦点を絞って述べ

ていく。

1990年のリベリアへの介入はそれまでの主

権尊重と内政不干渉を墨守する立場からすれば

ひとつのターニングポイントであった。隣国へ

の波及を懸念するナイジェリアの提案によって，

内戦状態のリベリアに西アフリカ諸国経済共同

体停戦監視団（ECOMOG）が派遣された。こ

のリベリアへの介入を正当化する際に

ECOWAS側が掲げた理由は大きく２つあ

る 。ひとつは地域全体の不安定化であり，

特にリベリアからの難民はシエラレオネ，ギニ

ア，コートジボワールの３国で75万人という

多数にのぼり，深刻な被害を与えた。難民だけ

ではなく，リベリアの内戦は小型武器の拡散も

生じさせ，また，周辺諸国は内戦の伝播を警戒

した［Kabia 2009,79］。実際，ECOWASの調

停委員会もリベリアの内戦を地域全体の平和と

安定を揺るがすものとする見解を明らかにして

いる。もうひとつの理由は人道的な理由である。

つまり，文民の殺戮をやめさせることを目的と

して挙げているのである。そしてそれと同時に

リベリアに民主的な制度を復活させることも主

張された。たとえば1990年にECOWASで設

立された常設調停委員会に採択された和平プラ

ンでは民主的な選挙にもとづく政府の樹立が盛

り込まれている 。

その後，ECOWASは1991年の「ECOWAS

政治原則宣言」で初めて正式に加盟国の民主主

義についての宣言を行い「メンバー各国の民主

的制度の樹立と円滑な機能に対して，一貫した

コミットメントを行うこと」を掲げるとともに，

武力による政権の奪還を非難する旨を主張した。

さらに1993年には「修正ECOWAS条約」で

「メンバー国における民主主義体制の促進と定

着」を組織の重要な原則として掲げ，地域機構

として本格的に民主主義の価値を主張した 。

また民主主義原則へのコミットメントとしては，

平和協定が結ばれた後のリベリアで1997年に

選挙が行われることになるとECOWASはい

まだ軍政であったナイジェリアのイニシアチブ

のもとにその支援に乗り出し，実行面でも民主

主義の促進を深めた［Adebajo 2002,65］。

このようにECOWASにおける民主主義へ

のコミットメントはリベリアの内戦ならびに平

和構築への参加に付随して発生したといえる。

それがさらに深化していく転機になったのが

1997年のシエラレオネにおける内戦への介入
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である。シエラレオネでは1997年に起こった

軍事クーデターの結果，前年の選挙によって選

ばれた大統領は国外に脱出し，軍事政権はむこ

う４年間は民政移管のための選挙は行わない旨

を表明した。他方民政下で締結された反政府武

装勢力との無期限停戦協定が意味をなさなくな

り，シエラレオネは再び内戦状態に陥った。こ

れに対しECOWASはクーデターの非難や経

済制裁を経て，武力行使に踏み切ることになる。

その際，ECOWAS外相会議で出された和平プ

ランでは介入の目的として，⑴選挙で選ばれた

がクーデターによって打倒されてしまった正統

な政権の復帰，⑵平和と安全の回復，⑶難民問

題の解決，が挙げられている［Francis 1999,

150］。⑵と⑶に関しては，国連安保理が決議

1132でシエラレオネの状況を「国際の平和と

安全に対する脅威」を構成するものとして位置

づけたことと同様の姿勢であるといえる。シエ

ラレオネからの難民の流出はギニアとリベリア

において特に深刻であり，両国で50万人にも

のぼった。特に当時不安定な状態にあったリベ

リアがこの難民問題によって再び無秩序状態へ

と逆戻りすることが懸念された［Francis
 

2001］。つまり，シエラレオネ国内の人道的状

況と，難民を中心とする周辺国への被害という

負のスピルオーバーが問題視されたわけである。

しかしECOWASという地域機構にとって

重要なのは，このシエラレオネへの介入ではリ

ベリアの場合とは違い，はっきりと民主主義の

促進をその主たる目的として強調した点にある。

もしくは，クーデターによって成立した政権を

明示的に拒絶したという意味でもこのケースは

従来の行動様式に大きな変化をもたらしたとい

える。アフリカにおいてクーデターは頻繁にみ

られる現象であったし，わけても西アフリカで

はそうであった。もしくは前節で述べたように，

途上国地域では国内こそが最大の安全保障上の

問題であるために，他国内の人権や民主化を問

題化させるのを控えることで国家間関係を安定

化させる傾向があった。たとえばアフリカ研究

者のHerbst（2000,110）はアフリカでは最小限

の効果的な国内主権（つまりは首都の統治）さ

え有していれば正統な国家として認められるこ

とを述べ，トーゴで1963年にクーデターで成

立した政権もロメを支配していたためにその正

統性を認められていたとしている。そう考える

と，ECOWASにおいてクーデターを否定した

かわりに「正統な政府」の回復を主張したこと

はそれまでの国際関係からの逸脱であり，非常

に興味深い。実際，シエラレオネでは最終的に，

クーデター以前の，選挙で選ばれた政権が復活

することとなった。これは武力を用いて民主的

な政権を回復させるという意味で，外部からの

民主化としては相当踏み込んだ形態である。

このように民主化の促進を明示したシエラレ

オネへの介入以降も，1998年のギニアビサウ

の内戦に対してECOMOGを派遣した。この

際もECOWAS側はクーデターを批判し，「正

統な政府」の回復を目的として掲げている。さ

らに1999年のコートジボワールのクーデター

に対しては６カ月以内に民主的な政体の樹立を

要求するなどの強硬的な姿勢をみせ，最終的に

複数政党制にもとづく選挙が導入されることに

なった［Gude 2005,71-77］。その後，コートジ

ボワールでは2002年に内戦が勃発したが，そ

れに対してECOWASは４回目となる停戦監

視部隊を派遣した。

このような強制措置に加えECOWAS諸国
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はニジェール（1999年），ガンビア（2001年），

シエラレオネ（2002年）など多くの選挙に対し

て選挙監視団をECOWASとして送っている。

平和構築における民主化過程においては政府が

正統性を有しているか否かが極めて重要である

ため，選挙が自由で公正なものであることが求

められる。そしてその際，国際的な選挙監視は

選挙の結果を正当化するという重要な機能を果

たしうる。このような平和構築における選挙監

視の有用性はアフリカの地域機構においても認

識されており，ECOWASの他，アフリカ連合

（AU）や南部アフリカ開発共同体（SADC）な

ども選挙監視のガイドラインを有している

［Akokapari and Azevedo 2007,81-82］ 。

また，このように内戦への対処が先行して進

められた民主主義へのコミットメントは，後追

い的に制度化されていくことになる。1999年

には「紛争の予防・管理・解決，平和維持と安

全保障のためのメカニズムに関する議定書」で

は民主主義政権の転覆に対する介入の正当化に

ついてのルールを制定し，2001年の「グッド

ガヴァナンスと民主主義についての議定書」に

よって選挙監視の制度を整備するとともに民主

化のための介入に法的な根拠を与えた。つまり，

ECOWASでは実行に追いつく形で制度として

の民主主義の集団防衛が整備されていったので

ある。

もちろん，隣国の内戦を抑制し安定した国内

体制を築くという「目的」のためになぜその国

に民主主義を構築するという「手段」が採られ

るのか，という点は別に論じなくてはならない。

その理由としては第１に，内戦後の秩序形成に

おいて選挙にもとづく民主的な政府を築くこと

の有用性が挙げられる。まず，民主的な政府が

権威主義的な政府と比べて比較的広い層からの

支持を得ることができることにより，政府は正

統性を得ることができる。また，権威主義体制

に比べ権力分掌の度合いが高いために敵対する

勢力も受け入れやすい体制を築くことができ

る 。このような効果としては，シエラレオ

ネにおいて反政府武装集団も政府側に包摂する

ことを保証した1999年のロメ和平合意を挙げ

ることができる。もっとも，平和構築において

民主的な政府を（特にその初期段階において）作

るという選択肢は必ずしもその国の安定に寄与

するわけではない，という点では議論の余地が

ある。しかし，第２の理由として，冷戦後，欧

米が民主化を重視し，また，リベリアやシエラ

レオネなどに対しECOWAS主導とはいえそ

こに国連も関わるなか，民主主義政府もしくは

ある独裁者の後に新たな独裁者を置いてそれで

済ます，というのは実際には考えられないオプ

ションだったといえる。このような「目的」と

「手段」の両面を理解して初めて非民主主義国

家が隣国の民主化を推進する，という現象が理

解できる 。

以上の議論より，ECOWASでは第１に国内

秩序の動揺とその地域秩序への波及が存在し，

それに対して統治能力と正統性を有する国内政

治体制を地域機構が外部から構築する必要性が

あり，そのための手段として後追い的に民主主

義の集団防衛のシステムが整備されてきたこと

がよくわかる。言い方をかえると，西アフリカ

においては内戦による負のスピルオーバーとい

う地域的問題の発生とそれへの対処が，結
・
果
・
的
・

に
・
地域の民主化を促す方向に作用したのである。

実際，上で述べたようにリベリアにしろシエラ

レオネにしろ，ECOMOGの派遣に際しては民
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主主義や人権という人道的な理由とともに難民

の流出などによる地域の不安定化の防止が常に

両輪のように掲げられてきた。そのために「地

域の民主化」の度合いが低くとも，もしくは地

域大国であるナイジェリアが民主化していなく

とも，ECOWASでは民主主義体制を促進し定

着させるインセンティブが生まれたのである。

あるいは，ECOWASのようにアフリカの脆

弱な国家群による民主主義の集団防衛の試みは，

冷戦後に欧米の先進国がコンディショナリティ

などの形で民主主義を求めてくるようになった

ことの結果だ，という域外大国を重視する見方

もありうるかもしれない。たしかにアフリカの

民主化において欧米からの要求のもつ意味は大

きい 。しかし軍事的な介入にまで踏み込む，

ECOWASという地域機構における民主主義の

集団防衛は，単なる域外へのアピールにしては

深化しすぎているとみるべきだろう。また，

ECOWASの試みはアフリカの他の地域と比べ

ても際立っている 。本稿ではその点を内戦

による負のスピルオーバーへの対処という点か

ら説明したのである。

このような民主主義の集団防衛の深化は

1990年代以前のECOWASのあり方からする

と大きな変化である。第１に，制度的な面では

ECOWASは最早加盟国が集う「場」あるいは

「フォーラム」としての意味合いを大きく超え

て，紛争を解決する「主体」としての性格を獲

得している。第２に，規範的な面では，民主主

義規範を掲げることが内政不干渉原則を乗り越

える試みなのかどうかという法的な問題につい

て，ECOWAS自体は見解を示してはいない。

しかし，1990年代に入るまではあくまで国内

のガヴァナンスのあり方を問わず互いに現政権

の正統性を認め合っていたのに対し，選挙を行

う民主的な政体を「正しい政権」として定める

ようになったこと，そしてその維持や回復のた

めの具体的なメカニズムを具備するに至ったこ

とは大きな転換である。また，介入（interven-

tion）という観点からみると，「（西アフリカとい

う）サブリージョンにおける平和と安定への深

刻な脅威を与える」国内紛争や「人権や法の支

配の深刻かつ大規模な違反」に対して武力介入

することを法的に整備している ECOWAS

は，地域機構として他に類をみない極めてユ

ニークな制度を形成するに至ったと評価でき

［Stromseth,Wippman and Brooks 2006,34］，そ

の意味で内政不干渉原則を中心とする行動規範

からは大きな変化を遂げたと理解することがで

きよう。

ASEAN

――内政不干渉原則の合理性――

ASEANは1967年に経済社会協力を謳って

設立されたが，ECOWAS同様にその存在意義

は政治・安全保障の面にあった。そしてそのた

めの地域的規範においてはやはり互いの主権を

尊重しあうことが前提とされ，なかでも内政不

干渉原則がひとつの大きな軸となってきた。

ASEANでは初期の時点から合意文書におい

ても演説等の言説においても内政不干渉の重要

性は強調されてきた 。それが結実したのが

1976年に初めて開かれたASEAN首脳会議

（バリサミット）で採択された「東南アジア友好

協力条約」と「ASEAN協和宣言」という２

つの重要な条約である。そこでは内政不干渉原

則を含む国際社会の一般的規範がASEANの
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規範として記載されている。このように，内政

不干渉原則や領土保全などの主権を絶対視する

規範を確認しあいながら信頼醸成を進めるとい

う構図自体は基本的にECOWASと同様であ

る。そして対立の芽を数多く抱えたASEAN

諸国はASEANの設立を期に信頼醸成を進め，

加盟国間における武力衝突はほとんど経験して

こなかった。このようなASEANの平和を説

明する際，ASEAN研究では内政不干渉原則

という規範の存在が重要な要因として挙げられ

てきた 。しかしこれまで述べてきたように

内政不干渉原則を自分たちのルールとして重要

視することはアフリカの地域機構でもかわりは

ない。問題はそれがASEANでは，内政不干

渉原則を内面化することで成功をもたらしたと

ポジティブに評価され［Acharya 2001］，アフ

リカの地域機構では，内政不干渉原則があるこ

とが活動を制限するとネガティブに評価された

［Wembou 1994］ことにある。同じように内政

不干渉原則を遵守してもその評価が異なる。こ

れはどのような理由によるものなのだろうか。

結局，ASEANとECOWASとの違いは主

権尊重規範を内面化したか否かという点にある

わけではなく，ASEANでは国家間の平和だ

けではなく国内でも多くの場合平和が保たれた

ことが重要だったのである。もちろんこの地域

もミャンマーやフィリピン，インドネシアをは

じめとして，民族問題に端を発する紛争は多い。

しかしそれらは政権を倒すほどのものではな

かったし，大規模な難民の流出や内戦の波及な

どによって地域秩序を脅かすものでもなかった。

安定した国家間関係を享受するASEAN諸国

は国家建設に専念し，経済的に停滞する

ECOWAS諸国とは対照的に急速な経済発展を

遂げた。その結果，統治される領域が国民を構

成しているかはともかく，ASEAN諸国では

国家の権威と権力が地方にまで行き渡り内政は

安定を実現することとなった［藤原 2005，238-

240］。つまりASEANにおいては内政不干渉

によって隣国の阻害なしに国家建設を進める土

壌が提供された後に，それに成功したのであり，

その意味で内政不干渉原則はこの地域では合理

性を保ち続けていたといえる。そしてこのよう

な内政不干渉原則の合理性の持続が，地域の民

主化が民主主義の集団防衛の進展につながりに

くい条件を生み出している。

もちろんASEANにおいても，加盟国の民

主化が国家間協力に何の影響も与えなかったわ

けでもなければ加盟国の国内統治メカニズムが

地域的にまったく問題にならなかったわけでも

ない 。ASEAN内にはミャンマーという国

際的にも注目を浴びる軍政が存在するからであ

る。ミャンマーへの介入が最初に大々的に問題

となったのが1997年のミャンマーのASEAN

加盟と，その後1998年に起こった「柔軟関与」

（flexible engagement）という内政不干渉原則を

代替するような新たな概念をめぐる加盟国間の

論争である。そこでは域内においていち早く民

主化を遂げたタイとフィリピンがミャンマーの

抑圧的な国内状況を問題にし，その加盟延期や

関与の必要性を主張したが，それは他の加盟国

から「内政不干渉原則というASEAN Wayに

反する」という反対にあって頓挫することに

なった 。その後はいったんミャンマーへの

非難は沈静化するが，2003年のミャンマー国

内における大規模な民主化運動の弾圧を期に

ASEAN諸国によるミャンマーへの非難は顕

在化しはじめ，2006年には形の上では自発的
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に辞退したということにはなっているが，実際

には加盟国からの働きかけもありミャンマーは

ASEANの議長国を辞退した 。他方，2003

年の「ASEAN第二協和宣言」や2008年に発

効された「ASEAN憲章」などにおいて，民

主主義の価値が主張されはじめている。

これらの変化はASEANの歴史上，決して

軽視できるものではないし，たとえば民主主義

の促進が「ASEANの促進」として「ASEAN

憲章」に盛り込まれたことは，部分的とはいえ

従来の内政不干渉原則が後退したものとして理

解することもできる 。しかし民主主義を掲

げ，メカニズムを法的に整備し，選挙監視団を

送るなどの活動を実践しているECOWASと

の間には圧倒的に程度に差があるのは明らかで

ある。また，上で述べたようにインドネシアや

フィリピンといった改革派の試みはあくまで保

守派が許容できる範囲内に留まっている。さら

に，上 述 の「ASEAN第 二 協 和 宣 言」や

「ASEAN憲章」でも内政不干渉原則の重要性

が変わらず記載されており，また，2006年の

タイのクーデターについてはASEAN諸国は

沈黙を保つなど，ASEANの変化はかぎられ

ている。

このような両者の差が，第 節で述べたよう

に民主化の度合いに求められないとすれば，そ

れは「内政不干渉原則の合理性の持続」に求め

ることができるというのが本稿の立場である。

つまり，ASEAN諸国はこれまで内政不干渉

を保つことによる国家間関係の円滑化と隣国の

災厄を座視することによる国内問題のスピル

オーバーの間のジレンマに立たされることがな

く，あくまで内政不干渉原則にもとづいて地域

秩序を保つことができたために，介入してまで

も他国のガヴァナンスを整備するインセンティ

ブが生じにくいのである。そのため「改革派」

は「反対派」に押し切られがちになる。

ASEANが内政不干渉原則にもとづいて地域

秩序を保ってきたことを考えれば，1998年の

ミャンマーへの関与をめぐる域内論争において

インドネシアのアラタス外相がタイのスリン外

相の提案を非難して，「内政干渉を許せば我々

は懐疑と緊張に満ちたASEAN以前に戻って

しまう」と述べたのも説得力をもってくるだろ

う 。また，ECOWASでみられたような，

権威主義国家までも民主主義体制の集団防衛の

必要性を主張するという特異な現象は

ASEANではみられない。ヴェトナムなどの

ASEANのなかの権威主義的な国は民主主義

をASEANとして掲げることに非常に消極的

である。内戦のスピルオーバーを防ぐという必

要性が存在したECOWASとは違い，ASEAN

では民主主義を掲げることは権威主義国家に

とってみれば将来の自国への不本意な介入の可

能性を増すというマイナス面ばかり目立つから

である。

経済協力，もしくはテロ対策や環境問題など

比較的新しい国境を越える問題については

ASEANは内政不干渉原則を乗り越えて新た

な形の協力を行いはじめている。ただ，内政不

干渉原則から民主主義体制の集団防衛へ，とい

う本稿で扱った変化についてはASEANの動

きはいまだ非常に鈍い。ASEAN諸国は一定

程度選択的に行動しており，すべてのイシュー

において教条的に内政不干渉にしがみついてい

るわけではないのである 。
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お わ り に

本稿では途上国の地域機構を対象とし，内政

不干渉原則を中心とする主権を絶対視する規範

を重視していた状態から，民主主義体制を「あ

るべき政体」として定めその定着・維持のため

に具体的なメカニズムを整備する「民主主義体

制の集団防衛」の深化へと変化する要因を探っ

てきた。具体的には，そのような転換をみせた

ECOWASと内政不干渉原則を維持する

ASEANの違いを説明するのは，先行研究が

重視するようなその地域における民主化の度合

いや地域大国の民主化ではなく，一国の内戦が

地域全体にスピルオーバーしていくという事象

が起こったか否かという点に求められることを

示した。ECOWASでは地域を不安定化させる

主要因である内戦に対処できないという理由で

内政不干渉原則はその合理性を低下させ，かわ

りに民主主義の集団防衛によって国内のガヴァ

ナンスにまで踏み込むようになった 。その

一方で，内戦を免れたASEANでは内政不干

渉原則にもとづく国家間関係の構築は合理性を

保ち続けたのである。

以上の結論は民主主義体制の集団防衛の出

現・深化に対してこれまで見落とされてきたメ

カニズムを指摘しており，特に国家が民主主義

を促進するために国際的に協力することの裏に

は，単に「民主主義が規範化したから」では済

まされない，合理的な理由が存在することを示

したことに意義がある。もっとも本稿の射程は

あくまでASEANとECOWASに留まってお

り，すべての事例をこのような内政不干渉原則

の合理性の低下から説明できるわけではないだ

ろう。具体的にはラテンアメリカのOASやメ

ルコスルにおける民主主義体制の集団防衛も

ケースに含めた，より包括的な研究が今後の課

題である。

(注１)このような議論は国際法分野でいち早

くみられた。たとえばFranck（1992）参照。国

際社会の正統なメンバーシップの議論としては，

Barkin and Cronin（1994）がある。

(注２)ASEANの原加盟国はインドネシア，

フィリピン，マレーシア，シンガポール，タイ

であり，その後，ブルネイ（1984年），ヴェトナ

ム（1995年），ミャンマー（1997年），ラオス

（1997年），カンボジア（1999年）がそれぞれ加

盟した。

(注３)ECOWASの原加盟国は，ベナン，ブ

ルキナファソ，コートジボワール，ガンビア，

ガーナ，ギニア，ギニアビサウ，リベリア，マ

リ，モーリタニア，ニジェール，ナイジェリア，

セネガル，シエラレオネ，トーゴの15カ国。

カーボ・ヴェルデが1977年に新規加盟，2000年

にモーリタニアが脱退。

(注４)デモクラティック・ピース論について

はRussett（1993）参照。また，それに批判的な

議論としてはRosato（2003）がある。

(注５)民主主義の促進についての一般的な研

究としてCarothers（1999）参照。

(注６)自国の政体を他国に強制する事例を網

羅的に収集したOwen（2002）も大国にそのよ

うな傾向がより顕著にみられることを指摘して

いる。また，国際制度をパワーバランスの現れ

にすぎないとみなす研究の典型として，Mear-

sheimer（1994）がある。

(注７)「地域の民主化」をはかる指標につい

てはKadera,Crescenzi and Shannon（2003）

ならびにPevehouse（2005）参照。なお，ポリ

ティはデモクラティック・ピース論など，一般

に民主化の度合いをはかる際に用いられる指標

である。執行府の選出法，執行府の独立性，政
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治的競争度の３つの要素から各国の体制を－10

から10の範囲でポイントづけしており，数値が

大きいほど民主的である。一般には６もしくは

７以上が「民主主義国家」として扱われること

が多い。

(注８)第３世界にみられる主権を絶対視する

姿勢についてはAyoob（1995）ならびにCla-

pham（1999）参照。また，途上国の地域機構に

ついての比較研究として，Acharya and John-

ston（2007）がある。

(注９)「弱い国家」の概念についてBuzan

（1991）参照。また，このように国内の実効統治

ではなく国際的な承認により正統性を担保する

という異形の国家をジャクソンは「擬似国家」

と呼んだ［Jackson 1990］。

(注10)このような「弱い国家」からなる途上

国の国際関係は国家間戦争を脅威として想定し

てきた伝統的な国際関係とは大きく異なるとし

ばしば主張されてきた［Ayoob 1995;Dunn and
 

Shaw 2001;Job 1992］。「弱い国家」という特徴

が，内政不干渉原則や既存の国境の墨守をはじ

めとする現状維持志向という特徴へ向かわせた

と論じる本稿も基本的にはそのように途上国地

域の国際関係の特異性を主張する姿勢をとって

いる。ただし，最大の脅威が国内に存在すると

いう途上国の特徴は，通常は国際関係をさらな

る無秩序へと悪化させてしまうとする論者が多

い［Holsti 1996;Miller 2007］。しかし本稿では

以下で述べるように国内の不安定さは必ずしも

国際関係の不安定化につながるわけではなく，

むしろ安定化につながる場合もあると考えてい

る。同様の見方をするものとして，Zacher

（2003）ならびにKapil（1966）参照。

(注11)民族分布が国家間紛争に重要な影響を

与えることを指摘する研究として，Saideman

（2001）がある。

(注12)ASEANを観察した山影進は，国民

統合の希求を共有した国家間でその推進のため

に地域統合が進んだとして，「国民統合のための

地域統合」という概念を理論化した。山影

（1987）参照。

(注13)そのような研究として，Wembou

（1994）やAlagappa（1995）などがある。

(注14)このような「アフリカの平和」の統計

的解釈については，Lemke（2003）も参照のこ

と。

(注15)この点については，吉川（2007）も参

照。

(注16)詳しくは，Okolo（1985）参照。

(注17)難民の流出と国際関係については，

Salehyan and Gleditsch（2006）参照。

(注18)これはOAUが直面した問題と同じも

のでもある。OAUを「成功」と評する研究者は

ほとんどいないが，その理由は内戦に対して何

ら有効な手を打てないことにあった。そしてア

フリカでは内戦こそが一般にみられる武力紛争

なのである。この点についてはWilliams

（2007）参照。

(注19)たとえばDeme（2005）やAdebajo

（2002），Kabia（2009）参照。

(注20)ECOWASによるリベリア介入の正当

化については，Ofuatey-Kodjoe（1994）参照。

(注21)ECOWAS Decision A/Dec.1/8/90 on
 

the Ceasefire and Establishment of an EC-

OWAS Ceasefire Monitoring Group for Liber-

ia,in ECOWAS Official Journal,1992.

(注22)ちなみに，この条約は前文で効果的な

地域統合のためには「国家主権を部分的および

漸進的に共同体へと委譲すること」が明記され

ている。前節で述べたように途上国における地

域機構では主権を委譲する志向はみられずあく

まで各国のもつ主権を互いに尊重しあうことが

期待されていたことを考えると，この文言は特

徴的である。

(注23)つまり，途上国の地域機構による選挙

監視は選挙に対する「お墨つき」を与え政権に

正統性を付与することで，平和構築を円滑に進

める機能が期待されているわけである。そのた

め紛争に逆戻りする可能性の高い国家に対する

選挙監視では，小規模の違反は無視されがちで

あることが指摘されている［Akokapari and
 

Azevedo 2007,81］。もしくは，たとえば2002年
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のジンバブエの大統領選において顕著にみられ

たように，欧米からの選挙監視団が不正と判断

した選挙を途上国の地域機構（この場合はAU

やSADC）が「極めて自由で公正」と判断する

という，ある意味異常な事態が起こることにな

る。このような現象は途上国地域における民主

主義の促進は，規範的な動機によるものではな

く国家の安定を達成する「手段」なのだと論じ

る本稿の見解と整合的である。

(注24)この点についてはHartzell and Hod-

die（2003）参照。

(注25)非民主主義国家であるナイジェリアが

他国の民主化を促進することは，規範的な矛盾

として理解されていた。当時そのような判断を

下していたものとして，Francis（1999）参照。

(注26)アフリカの民主化についてはさしあた

りBratton and van de Walle（1997）参照。

(注27)アフリカにおいて民主主義の集団防衛

の性格がみられる機構としては他にSADCと

AUが挙げられる。しかしいずれの民主主義体

制の集団防衛も，ECOWASより進展の度合い

が低い。

(注28)「紛争の予防・管理・解決，平和維持

と安全保障のためのメカニズムに関する議定

書」。

(注29)ASEANにおける内政不干渉原則の

位置づけの歴史的変遷について，詳しくは山影

（2001）参照。

(注30)「ASEANの永い平和」を規範に引き

付けて説明したものとして，Acharya（2001）

ならびにHaacke（2003）参照。

(注31)加盟国の民主化がASEANに与えた

影響について論じたものとして，藤原（2000）

ならびにAcharya（2003）がある。

(注32)この議論について，詳しくは湯川

（2009）参照。なお，タイとフィリピンがミャン

マーへの関与を主張した背景としては，介入を

求める世論や民主主義国家であることを国際的

に示すインセンティブがあったという両国の民

主主義国家としての性格に求めることもできる

が，タイについてはミャンマーからの難民や麻

薬の流入への対処という越境問題の面からも理

解できる。そのような面を強調する研究として，

Katanyuu（2006）がある。

(注33)こ の 過 程 に つ い て は，Haacke

（2006）に詳しい。

(注34)実際，ASEANにおける規範論争に

おいてはいちはやく民主化を進めたインドネシ

アやフィリピンが国内の人権や民主主義といっ

た規範をASEANとして推進することを主張し，

ミャンマーやヴェトナム，ラオスといった権威

主義国家が内政不干渉原則を盾にそれに抵抗す

る，というのが基本的な構図としてみられる。

(注35)1998年のASEAN外相会議における

発言（Far Eastern Economic Review 1998年

８月６日，24ページ）。

(注36)これらイシューごとの違いについて詳

しくは湯川（2008）参照。

(注37)石田淳は領域再編にともなう内戦に代

表される国内秩序の動揺が国際社会の規範に影

響を与え，それがまた国内秩序の構築に影響を

与える，という現象を「国内秩序と国際秩序の

共振」という形で理論化している［石田 2007］。

本稿のECOWASの事例はその枠組み内で理解

することができると思われる。
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